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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機、四方弁、室内熱交換器、減圧器、室外熱交換器を冷媒回路で連結したヒートポン
プ式冷凍サイクルと、室内機と室外機にそれぞれ送風機を具備させ、この冷凍サイクルに
連結された前記室内熱交換器と前記減圧器の間と前記四方弁と前記室外熱交換器の間を連
結する第１のバイパス回路を設け、前記第１のバイパス回路に二方弁及び冷媒加熱器を設
け、さらに前記冷凍サイクルに連結された前記四方弁と前記室内熱交換器の間と、前記減
圧器と前記室外熱交換器の間、または前記冷凍サイクルに連結された前記圧縮機と前記四
方弁の間と、前記減圧器と前記室外熱交換器の間を連結する第２のバイパス回路を設け、
前記第２のバイパス回路に二方弁を設け、前記室外熱交換器の除霜を行う際、前記第１の
バイパス回路の二方弁を開放して冷媒加熱器で加熱された冷媒を前記圧縮機の吸入側に流
す第１のバイパス運転の後で所定時間経過後に、前記第１のバイパス運転に加えて、前記
第２のバイパス回路の二方弁を開放して前記室外熱交換器に冷媒を通過させる第２のバイ
パス運転を行い、前記室外送風機を断続運転して前記室外熱交換器を除霜するとともに前
記室外機の外部に気化水分を排出した後に、前記第２のバイパス回路の二方弁を閉鎖して
前記第１のバイパス運転のみを行い、前記室外送風機を連続運転にすることを特徴とする
空気調和装置。
【請求項２】
前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室外送風機の断続運
転を開始することを特徴とする、請求項１に記載の空気調和装置。
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【請求項３】
前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室外送風機の断続運
転の運転率を可変することを特徴とする、請求項１または２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室外送風機の断続運
転時の回転数を可変することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の空気調
和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプ運転による暖房運転時において、暖房を継続しながら室外熱交
換器に付着した霜を除霜する除霜運転を行うことができる空気調和装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のヒートポンプ式空気調和装置の除霜方式は、一般的に四方弁を切り換え
、冷凍サイクルの冷媒を逆方向に流す除霜方式をとっている。
【０００３】
　即ち、除霜運転は冷房時と同じ冷媒の流動方向とし、室外熱交換器に高温高圧の冷媒を
流して、室外熱交換器に付着した霜を融解するものである。
【０００４】
　この除霜方式では、除霜時は室内側の熱交換器が蒸発器となるため、室内の部屋の温度
が低下して冷風感を感じるという基本的課題があった。
【０００５】
　この基本的課題への対策として、暖房継続しながら除霜運転する発明が考えられてきた
（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　図７は従来の空気調和装置の冷凍サイクルの構成図である。
【０００７】
　図７に示すように、圧縮機１０１、四方弁１０２、室内熱交換器１１０、膨張機構１０
５および室外熱交換器１０３を冷媒回路で連結してなるヒートポンプ式冷凍サイクルにお
いて、この冷凍サイクルにおける膨張機構１０５と室外熱交換器１０３の間と、圧縮機１
０１の吸入側の間を連結し、冷媒加熱器１０４を有する冷媒加熱回路と、冷凍サイクルに
おける圧縮機１０１の吐出側と室外熱交換器１０３と四方弁１０２の間を連結する除霜用
回路１０９とから構成されている。
【０００８】
　冷凍サイクルのヒートポンプ運転時において室外熱交換器１０３の除霜を行う際、冷媒
加熱器１０４によって加熱された冷媒が、圧縮機１０１を通った後、室内熱交換器１１０
を通る流れと除霜用回路１０９から室外熱交換器１０３を通る流れとに分岐され、これら
の分岐した冷媒の流れが冷媒加熱回路の入口で合流し、再び冷媒加熱器１０４によって加
熱されるように構成されている発明が開示されている。
【０００９】
　上記発明で課題として取り上げられているように、ヒートポンプ運転を行った際の室外
機の除霜運転を行うときに、暖房を継続しながら、除霜運転を行うことは条件が決まれば
可能である。
【特許文献１】特開平１１－１８２９９４号公報（図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前記従来の構成では、次のような課題が発生する。
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【００１１】
　この冷凍サイクルの構成は、除霜運転を行う際に、二方弁１０９ａを開放にして、室外
熱交換器１０３と四方弁１０２との間に圧縮機１０１の吐出冷媒が流れることになるため
、圧縮機吸入側に除霜するホットガス冷媒が流れないように二方弁１０６が必要となる。
【００１２】
　二方弁１０６は圧縮機１０１の吸入側に連結され、冷房および暖房運転の圧損を低減す
るためには口径の大きな二方弁１０６を採用することとなり、非常に高価な二方弁となっ
てしまう。
【００１３】
　またヒートポンプ運転から二方弁１０８を開放させて冷媒加熱運転に切り換え、除霜運
転を行う方式で室外熱交換器１０３の冷媒の流れが逆転するため、除霜運転を行う前に二
方弁１０７を一端閉運転とする必要があり、この室外熱交換器１０３の入口に二方弁１０
７が必要となる。
【００１４】
　したがって、この冷凍サイクルでは４個もの二方弁が必要となり、複雑で高価な方式と
なる。
【００１５】
　また除霜に供された後の冷媒と室内熱交換器１１０で放熱した後の冷媒が合流するため
、合流箇所における冷媒圧力が除霜に供された後の冷媒の圧力よりも高ければ、室外熱交
換器に冷媒が流れ、逆であれば室内側に冷媒が流れることになり、暖房しながら除霜運転
を行うことが出来ない場合が発生する。
【００１６】
　また、除霜に供された後の冷媒と室内熱交換器１１０で放熱した後の冷媒が合流するた
め、冷媒音が発生しやすく、前記の圧力バランスの課題と冷媒音課題を解決するために冷
媒合流器を必要とする場合が考えられる。
【００１７】
　また、前記合流箇所では冷媒循環量が多くなり圧力損失が増加するため、その対策とし
て配管の管径を大きくすることが必要となり、加熱器が大型になってしまうという構造的
課題もある。
【００１８】
　また、冷房回路で運転すると冷媒加熱器１０４の配管内部は、低圧冷媒で安定して冷媒
加熱器１０４の温度が低下することから冷媒加熱器１０４に結露する場合や二方弁１０８
が故障で冷媒漏れを発生した場合でも冷媒加熱器に結露が発生して冷媒加熱器の信頼性、
安全性に大きな問題がある。
【００１９】
　更に、この冷凍サイクルの構成は、除霜運転を行う際に、効率的に除霜を行うように室
外送風機を停止させるのが一般的であるが、昨今住宅性能および暖房能力の向上により外
気温度が極低温になるような地域でもヒートポンプ式空気調和機が採用されており、この
ような場合、除霜時の気化水分が蒸発して、極低温の外気に近接している室外機上部で冷
やされて再氷結して成長し、送風回路を覆いつくすなどして、性能低下をまねくことがあ
った。
【００２０】
　本発明は、従来技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたもので、冷凍サイクル
が簡単なバイパス回路で構成でき、冷媒音、圧力バランスの問題も発生しない安定した除
霜運転を、極低温条件でも除霜性能を確保しながら暖房運転を継続できる空気調和装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の空気調和装置は、圧縮機、四方弁、室内熱
交換器、減圧器、室外熱交換器を冷媒回路で連結したヒートポンプ式冷凍サイクルと、室
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内機と室外機にそれぞれ送風機を具備させ、この冷凍サイクルに連結された前記室内熱交
換器と前記減圧器の間と前記四方弁と前記室外熱交換器の間を連結する第１のバイパス回
路を設け、前記第１のバイパス回路に二方弁及び冷媒加熱器を設け、さらに前記冷凍サイ
クルに連結された前記四方弁と前記室内熱交換器の間と、前記減圧器と前記室外熱交換器
の間、または前記冷凍サイクルに連結された前記圧縮機と前記四方弁の間と、前記減圧器
と前記室外熱交換器の間を連結する第２のバイパス回路を設け、前記第２のバイパス回路
に二方弁を設け、前記室外熱交換器の除霜を行う際、前記第１のバイパス回路の二方弁を
開放して冷媒加熱器で加熱された冷媒を前記圧縮機の吸入側に流す第１のバイパス運転の
後で所定時間経過後に、前記第１のバイパス運転に加えて、前記第２のバイパス回路の二
方弁を開放して前記室外熱交換器に冷媒を通過させる第２のバイパス運転を行い、前記室
外熱交換器を除霜し、前記室外送風機を断続運転して前記室外熱交換器を除霜するととも
に前記室外機の外部に気化水分を排出した後に、前記第２のバイパス回路の二方弁を閉鎖
して前記第１のバイパス運転のみを行い、前記室外送風機を連続運転にすることを特徴と
するものである。
【００２２】
　これによって、冷凍サイクルが簡単なバイパス回路で構成でき、暖房運転を継続しなが
ら冷媒音、圧力バランスの問題も発生しない安定した除霜運転を実施しつつ、除霜時の気
化水分を送風機で排出できる。また除霜運転中に室外送風機を運転させることで、室外送
風機まわりの氷霜を溶かすことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の空気調和装置は、冷凍サイクルが簡単なバイパス回路で構成でき、極低温条件
でも暖房運転を継続しながら冷媒音、圧力バランスの問題も発生しない安定した除霜運転
を実施しつつ、除霜時の気化水分の再氷結及びこれに伴う送風回路の性能低下を防止する
ことができ、厳寒期でも十分、高暖房性能、高効率の空気調和装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　第１の発明は、圧縮機、四方弁、室内熱交換器、減圧器、室外熱交換器を冷媒回路で連
結したヒートポンプ式冷凍サイクルと、室内機と室外機にそれぞれ送風機を具備させ、こ
の冷凍サイクルに連結された前記室内熱交換器と前記減圧器の間と前記四方弁と前記室外
熱交換器の間を連結する第１のバイパス回路を設け、前記第１のバイパス回路に二方弁及
び冷媒加熱器を設け、さらに前記冷凍サイクルに連結された前記四方弁と前記室内熱交換
器の間と、前記減圧器と前記室外熱交換器の間、または前記冷凍サイクルに連結された前
記圧縮機と前記四方弁の間と、前記減圧器と前記室外熱交換器の間を連結する第２のバイ
パス回路を設け、前記第２のバイパス回路に二方弁を設け、前記室外熱交換器の除霜を行
う際、前記第１のバイパス回路の二方弁を開放して冷媒加熱器で加熱された冷媒を前記圧
縮機の吸入側に流す第１のバイパス運転の後で所定時間経過後に、前記第１のバイパス運
転に加えて、前記第２のバイパス回路の二方弁を開放して前記室外熱交換器に冷媒を通過
させる第２のバイパス運転を行い、前記室外送風機を断続運転して前記室外熱交換器を除
霜するとともに前記室外機の外部に気化水分を排出した後に、前記第２のバイパス回路の
二方弁を閉鎖して前記第１のバイパス運転のみを行い、前記室外送風機を連続運転にする
ことを特徴とするものでこの構成をなすことにより、暖房運転を行いながら除霜運転を実
施することができるだけでなく、極低温での除霜運転時に除霜時の気化水分が室外機上部
で再氷結し送風回路を覆いつくすまで成長し性能低下をまねくことを防止することが可能
となる。
【００２５】
　また暖房を継続しながら、除霜運転を行うため、四方弁を切り換える時の冷媒音は発生
しない。
【００２６】
　また除霜時に四方弁を切り換えないため、圧力変動が小さく、圧縮機のオイル変動も小
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さいことから圧縮機の信頼性の高い運転ができる。
【００２７】
　また接続配管長が長くなる場合でも除霜を実施するための回路である第１のバイパス回
路が室外にあるため、配管長による除霜運転での圧縮機オイルレベルが下がることはなく
長配管商品でも圧縮機の信頼性の高い運転ができる。
【００２８】
　また全体冷媒の一部を除霜用に利用するため、冷媒加熱部に極端に多くの冷媒が流れな
いことからコンパクトな冷媒加熱器で構成できる。
【００２９】
　また冷房運転を行った場合でも、冷媒加熱器に高温高圧の冷媒ガスが滞留して、冷媒加
熱器が結露を発生させることもない。
【００３０】
　また除霜運転中に室外送風機を運転させることで、室外送風機まわりの氷霜を溶かすこ
とができる。
【００３１】
　第２の発明は、前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室
外送風機の断続運転を開始することで、極低温での除霜運転時の気化水分再氷結を防止し
ながら除霜時間を短時間で終了することが可能となる。
【００３２】
　第３の発明は、前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室
外送風機の断続運転の運転率を可変することで、極低温での除霜運転時の気化水分再氷結
を防止しながら除霜時間をより短時間で終了することが可能となる。
【００３３】
　第４の発明は、前記室外機の外部に気化水分を排出する際、室外熱交換器温度により室
外送風機の断続運転時の回転数を可変することで、極低温での除霜運転時の気化水分再氷
結を防止しながら除霜時間をより短時間で終了することが可能となる。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００３５】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における空気調和装置の構成図を示すものである。
【００３６】
　図１において、室外機２０は、圧縮機１、四方弁２、減圧器４、室外熱交換器５、室外
送風機１９から構成されている。ここでの減圧器４は、電磁膨張弁でもよい。
【００３７】
　また、室内機１８は、室内熱交換器３、室内送風機１７から構成されている。
【００３８】
　更に室外機２０には第１のバイパス回路６及び第２のバイパス回路９が具備されている
。第１のバイパス回路６は、室内熱交換器３と減圧器４の間と四方弁２と室外熱交換器５
の間を連結しており、冷媒加熱用二方弁７、冷媒加熱用減圧器１２、冷媒加熱ヒータ１３
と冷媒通過管部１４と蓄熱部１５とからなる冷媒加熱器８を有している。
【００３９】
　第２のバイパス回路９は、四方弁２と室内熱交換器３の間と、減圧器４と室外熱交換器
５の間を連結しており、除霜用二方弁１０、除霜用減圧器１１を有している。第２のバイ
パス回路９は、圧縮機１と四方弁２の間と、減圧器４と室外熱交換器５の間を連結しても
よい。
【００４０】
　通常の暖房運転において、冷媒加熱用二方弁７及び除霜用二方弁１０は閉じており、第
１のバイパス回路６及び第２のバイパス回路９を冷媒は流れず、圧縮機１で圧縮された冷
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媒は四方弁２を通って、室内熱交換器３で凝縮されて室内空気を放熱する。更に減圧器４
で減圧されて室外熱交換器５で蒸発して、室外空気から熱量を取り込み、再び圧縮機１に
戻り、圧縮されるという冷凍サイクルを繰り返し、室内を暖房するものである。
【００４１】
　しかし、室外気温が零下など非常に低い場合、室外熱交換器５に霜が付着し、室外空気
との熱交換効率が低下し、暖房能力が落ちてしまうため、除霜する必要がある。
【００４２】
　図２は、本発明の第１の実施の形態における制御ブロック図、図３は、本発明の第１の
実施の形態における制御のタイムチャートを示すものである。
【００４３】
　図２では室外機側で除霜開始判断が除霜開始判断手段５０でなされ、除霜開始と判断さ
れた時に圧縮機運転手段５１、冷媒加熱用二方弁開閉手段５２、除霜用二方弁開閉手段５
３、膨張弁開度可変手段５４、室外送風機運転手段５５、四方弁切り換え手段５６、加熱
器ヒータ運転停止手段が各動作をすることにより除霜運転が行われる。
【００４４】
　このとき室外機２０からの除霜開始信号を室内機１８の除霜開始信号受信手段５８で受
信して、除霜運転の判断より室内送風機運転手段５９で室内送風機１７を制御する。
【００４５】
　図３に示すように、除霜開始の判断をすると、ステップ１のヒートポンプによる暖房運
転からステップ２の冷媒加熱運転による暖房運転に移行する。
【００４６】
　ステップ２ではまず、冷媒加熱用二方弁７をＯＮして開方向に制御し、また冷媒加熱ヒ
ータ１３をＯＮして第１のバイパス回路６を導通させ、冷媒加熱運転を行う。このとき減
圧器４である膨張弁は閉塞運転かまたは閉塞に近い運転を行う。
【００４７】
　従って、室内熱交換器３で凝縮された冷媒は、大半が第１のバイパス回路６に流れ、冷
媒加熱用二方弁７、冷媒加熱用減圧器１２を通って冷媒加熱器８内の冷媒通過管部１４を
通り、冷媒加熱ヒータ１３によって加熱される。
【００４８】
　また、第１のバイパス回路６を通らずに室外熱交換器５に流れた僅かな冷媒は、四方弁
２の手前で再び第１のバイパス回路６で加熱された冷媒と合流する。四方弁２は、暖房を
継続するため、暖房回路のままで除霜中も切り替えしないので、冷媒は、四方弁２を通り
、圧縮機１で圧縮される。
【００４９】
　ここで冷媒は、その大半が第１のバイパス回路６で冷媒加熱ヒータ１３によって加熱さ
れ、更に圧縮機１で圧縮されるので、十分に暖房継続できる状態であり、室内送風機１７
は停止することなく暖房を継続する。但し、室外熱交換器５では若干の除霜がなされるの
で、ステップ１より暖房能力が落ちる場合には室内送風機１７の回転数を下げる方が望ま
しい。
【００５０】
　次にステップ３で、室外熱交換器５の除霜を行うために除霜用二方弁１０をＯＮして開
方向に制御し、第２のバイパス回路９を導通させる。また圧縮機１は、除霜用の運転周波
数で運転する。また室外送風機１９は断続運転を行う。
【００５１】
　これにより、圧縮機１で室外熱交換器５の除霜に十分な状態に圧縮された冷媒は、一部
が第２のバイパス回路９に流れ込み、除霜用二方弁１０、除霜用減圧器１１を通り、室外
熱交換器５に入る。冷媒は室外熱交換器５の除霜に十分な状態に圧縮されており、更に室
外送風機１９は断続運転しているので、冷媒は室外空気とほとんど熱交換されず、従って
、室外熱交換器５の除霜のためにその熱量が使用される。
【００５２】
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　また、この除霜によって気化された水分は室外送風機１９の断続運転によって、室外機
２０外に放出される。従って、除霜による気化水分が極低温の外気に近接している室外機
天板（図示せず）等の室外機上部で冷やされて再氷結し送風回路を覆いつくして室外熱交
換器５の通風妨害となるまで成長し性能低下をまねくことを防止することができる。
【００５３】
　以上のステップによって暖房運転を継続しながら安定した除霜運転を実施し、室外熱交
換器５の除霜終了と同時にステップ４で室外熱交換器除霜中に蓄熱した熱を放熱して、室
外送風機１９周辺の氷霜の溶解運転を行う。
【００５４】
　ステップ４は、冷媒加熱用二方弁７ＯＮの開放運転、冷媒加熱ヒータ１３ＯＮの冷媒加
熱運転かつ減圧器４である膨張弁は閉塞運転かまたは閉塞に近い運転、即ち第１のバイパ
ス回路６を導通したままで、除霜用二方弁１０はＯＦＦの閉制御で第２のバイパス回路９
を遮断、圧縮機１を除霜前の運転周波数に戻して室外送風機１９を連続運転に戻す、ステ
ップ２と同じ制御とする。
【００５５】
　従って、室内熱交換器３で凝縮された冷媒は、大半が第１のバイパス回路６に流れ、冷
媒加熱用二方弁７、冷媒加熱用減圧器１２を通って冷媒加熱器８内の冷媒通過管部１４を
通り、冷媒加熱ヒータ１３によって加熱される。
【００５６】
　また、第１のバイパス回路６を通らずに室外熱交換器５に流れた僅かな冷媒は、まだ十
分な熱量を持っており、更に除霜の際に室外熱交換器５に蓄熱された熱量が十分残ってい
るので、それらの熱量が室外送風機１９に熱伝達され、室外送風機１９周辺の氷霜が溶解
される。
【００５７】
　その後、室外熱交換器５を通った冷媒は、四方弁２の手前で再び第１のバイパス回路６
で加熱された冷媒と合流し、四方弁２を通り、圧縮機１で圧縮される。
【００５８】
　以上のステップ２～４により、室外熱交換器５の除霜、除霜による気化水分の放出、室
外送風機１９周辺の氷霜の溶解が完了し、次にステップ５以降で通常のヒートポンプ暖房
運転に復帰する。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態においては、室内熱交換器と減圧器の間と四方弁と室外熱
交換器の間を連結する第１のバイパス回路に二方弁及び冷媒加熱器を設け、さらに四方弁
と室内熱交換器の間と、減圧器と室外熱交換器の間、または圧縮機と四方弁の間と、減圧
器と室外熱交換器の間を連結する第２のバイパス回路に二方弁を設け、室外熱交換器の除
霜運転を行う際、第１のバイパス回路の二方弁を開放して冷媒加熱器で加熱された冷媒を
圧縮機の吸入側に流す第１のバイパス運転の後で所定時間経過後に、第２のバイパス回路
の二方弁を開放して室外熱交換器に冷媒を通過させる第２のバイパス運転を行い、室外送
風機を断続運転することにより、暖房運転を行いながら除霜運転を実施することができる
だけでなく、極低温での除霜運転時に除霜時の気化水分が室外機上部で再氷結し送風回路
を覆いつくすまで成長し性能低下をまねくことを防止することが可能となる。
【００６０】
　また、本実施の形態の室外送風機の断続運転を、室外熱交換器温度により開始すること
により、極低温での除霜運転時の気化水分再氷結を防止しながら除霜時間を短時間で終了
することが可能となる。
【００６１】
　図４は本発明の第１の実施の形態における制御のタイムチャートである。
【００６２】
　図４において、ステップ１、ステップ２は図３と同様の制御であり、説明を省略する。
【００６３】
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　ステップ３で、除霜運転時の気化水分が発生するときの室外熱交換器５の温度Ｔ１とす
ると、室外熱交換器５の温度がＴ１未満では室外送風機１９を停止、Ｔ１以上で断続運転
を開始することで、気化水分が発生するまでは、十分な状態に圧縮された冷媒の熱量は全
て室外熱交換器５の除霜のために使用され、気化水分が発生してから室外送風機１９を断
続運転し、室外機２０外に放出することとなり、効率的に再氷結を防止しながら除霜時間
をより短時間に終了することができ、結果除霜運転時の暖房性能の低下を防止することが
できる。
【００６４】
　また、本実施の形態の室外送風機の断続運転の運転時間を、室外熱交換器温度に応じて
可変とするにより、極低温での除霜運転時の気化水分再氷結を防止しながら除霜時間をよ
り短時間で終了することが可能となる。
【００６５】
　図５は本発明の第１の実施の形態における室外送風機運転率Ｋと室外熱交換器温度Ｔの
制御の相関図である。ここで、運転率Ｋとは、単位時間あたりの室外送風機の運転時間を
表し、具体的には（Ｋ＝ＯＮ時間／（ＯＮ時間＋ＯＦＦ時間））で表すことができる。
【００６６】
　図３、図４のステップ３での室外送風機１９の運転時間即ち運転率Ｋを、室外熱交換器
５の温度Ｔに応じて可変とする。
【００６７】
　除霜運転時の気化水分の発生量が大きく変化する際の室外熱交換器５の温度がそれぞれ
Ｔａ、Ｔｂとすると、室外熱交換器５の温度がＴａ未満では室外送風機１９の運転率をＫ
１、Ｔａ以上Ｔｂ未満ではＫ２、Ｔｂ以上ではＫ３とすることによって、室外熱交換器５
の温度が高くなり、発生する気化水分の量が多くなれば、室外送風機１９の運転率を高く
して気化水分を室外機２０外に放出することで、より確実かつ効率的に再氷結を防止しな
がら除霜時間をより短時間に終了することができ、結果除霜運転時の暖房性能の低下を防
止することができる。
【００６８】
　また、本実施の形態の室外送風機の断続運転の回転数を、室外熱交換器温度に応じて可
変とするにより、極低温での除霜運転時の気化水分再氷結を防止しながら除霜時間をより
短時間で終了することが可能となる。
【００６９】
　図６は本発明の第１の実施の形態における室外送風機回転数Ｎと室外熱交換器温度Ｔの
制御の相関図である。
【００７０】
　図３、図４で示された制御では、室外送風機１９はＯＮ／ＯＦＦの切り替えだけで制御
されていたが、室外送風機１９の回転数Ｎが可変制御できる場合に、図３、図４のステッ
プ３での室外送風機１９の制御を、室外熱交換器５の温度Ｔに応じて可変とする。
【００７１】
　即ち、除霜運転時の気化水分の発生量が大きく変化する際の室外熱交換器５の温度がそ
れぞれＴａ、Ｔｂとすると、室外熱交換器５の温度がＴａ未満では室外送風機１９の回転
数をＮ１、Ｔａ以上Ｔｂ未満ではＴ２、Ｔｂ以上ではＴ３とすることによって、室外熱交
換器５の温度が高くなり、発生する気化水分の量が多くなれば、室外送風機１９の回転数
を高くして気化水分を室外機２０外に放出することで、より確実かつ効率的に再氷結を防
止しながら除霜時間をより短時間に終了することができ、結果除霜運転時の暖房性能の低
下を防止することができる。
【００７２】
　尚、本実施の形態では圧縮機の運転周波数を変化させているが、一定速の圧縮機でも暖
房を継続して除霜運転を行うことができる。
【００７３】
　また断続運転停止時は微少回転数で運転していてもよい。



(9) JP 4622901 B2 2011.2.2

10

20

30

【産業上の利用可能性】
【００７４】
　以上のように本発明にかかる空気調和装置は、暖房運転しながら、除霜運転を実施でき
、かつ除霜時に発生する気化水分の再氷結による性能低下を防ぐ事ができるので、寒冷地
のマルチエアコンやヒートポンプ給湯機等の用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施の形態１における空気調和装置の構成図
【図２】本発明の実施の形態１における制御ブロック図
【図３】本発明の実施の形態１における制御のタイムチャート
【図４】本発明の実施の形態１における制御のタイムチャート
【図５】本発明の実施の形態１における室外送風機運転率Ｋと室外熱交換器温度Ｔの制御
の相関図
【図６】本発明の実施の形態１における室外送風機回転数Ｎと室外熱交換器温度Ｔの制御
の相関図
【図７】従来の空気調和装置の冷凍サイクルの構成図
【符号の説明】
【００７６】
　１　圧縮機
　２　四方弁
　３　室内熱交換器
　４　減圧器
　５　室外熱交換器
　６　第１のバイパス回路
　７　冷媒加熱用二方弁
　８　冷媒加熱器
　９　第２のバイパス回路
　１０　除霜用二方弁
　１１　除霜用減圧器
　１２　冷媒加熱用減圧器
　１３　加熱器ヒータ
　１４　冷媒通過管部
　１５　蓄熱部
　１７　室内送風機
　１８　室内機
　１９　室外送風機
　２０　室外機



(10) JP 4622901 B2 2011.2.2

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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